
理

由

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
鑑
み
、
消
滅
時
効
の
期
間
の
統
一
化
等
の
時
効
に
関
す
る
規
定
の
整
備
、
法
定
利
率
を
変
動
さ
せ

る
規
定
の
新
設
、
保
証
人
の
保
護
を
図
る
た
め
の
保
証
債
務
に
関
す
る
規
定
の
整
備
、
定
型
約
款
に
関
す
る
規
定
の
新
設
等
を

行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


